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堺市民芸術文化ホール条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、堺市民芸術文化ホール条例（平成２７年条例第５２号。以下「条例」

という。）第２７条の規定に基づき、堺市民芸術文化ホール（以下「ホール」という。）

の管理及び運営について必要な事項を定める。 

（開館時間及び休館日） 

第２条 ホール（駐車場を除く。）の開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。た

だし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。 

２ ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるとき

は、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。 

(1) 毎月第２火曜日及び第４火曜日。ただし、これらの日が国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日に当たるときは、休館しない。 

(2) １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

 （使用の申請） 

第３条 条例第３条第１項の規定により使用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める堺市民芸術文化ホール使用申請書により市長に申請しな

ければならない。 

(1) 大ホール、小ホール、大スタジオ及び文化交流室（文化交流室Ａ、文化交流室Ｂ及び

文化交流室Ｃを一体的に、かつ、連続して２日（１日に満たない端数（別表第１に規定

する全日以外の時間区分をいう。）がある場合もそれぞれ１日とみなし、当該端数がそ

の翌日又は前日における文化交流室の使用に係る時間区分と連続していない場合にお

いては、連続した２日とみなさない。）以上の期間にわたり、文化芸術作品に係る展示

のために使用する場合（以下「大規模使用時」という。）に限る。） 様式第１号（甲） 

(2) 前号に掲げる施設（大規模使用時に該当しない場合における文化交流室を除く。以下

「大ホール等」という。）以外の施設 様式第１号（乙） 

２ 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から受け

付けるものとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、当該各号に定

める日前においても、申請を受け付けることができる。 

(1) 大ホール等を使用しようとする場合（大ホール等と併せて他の施設を使用しようとす

る場合を含む。） 使用しようとする日の１２月前の日の属する月の初日以後において
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第５条第２項に規定する利用調整が終了した日（使用日時の重複がない場合にあっては

その旨の通知をした日） 

(2) 大ホールを使用しようとする場合（前号に定める日以後の申請に基づく使用許可を受

けたのでは、開催に支障を来すと認められる国際的な催し等で、市長が別に定める基準

に該当するもののために使用しようとする場合に限り、大ホールと併せて他の施設を使

用しようとする場合を含む。） 使用しようとする日の２４月前の日の属する月の初日

以後において第５条第２項に規定する利用調整が終了した日（使用日時の重複がない場

合にあってはその旨の通知をした日） 

(3) 文化交流室（大規模使用時を除く。）、多目的室又は小スタジオを使用しようとする

場合 使用しようとする日の１１月前の日の属する月の初日 

(4) 前３号に掲げる施設以外の施設を使用しようとする場合 使用しようとする日の３

月前の日の属する月の初日 

 （利用登録の申請） 

第４条 前条第２項第１号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するもののうち

利用登録をしているものが大ホール等を使用しようとするときは、使用しようとする日の

属する月の１３月前の日の属する月の初日以後において次条第２項に規定する利用調整

が終了した日（使用日時の重複がない場合にあってはその旨の通知をした日）から前条第

１項の規定による申請を受け付けることができる。 

(1) 本市の区域内（以下「市内」という。）に住所を有する者 

(2) 法人その他の団体又は事業所でその所在地が市内に存するもの 

(3) 本市における文化芸術の振興に寄与する団体で市長が適当と認めるもの 

２ 前項の利用登録は、堺市民芸術文化ホール利用登録（変更）申請書（様式第２号）に同

項各号の規定に該当することを証する書類を添付して市長に提出してしなければならな

い。 

３ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認

めるときは、当該申請書を提出したものに対し利用登録書を交付するものとする。 

４ 前項の登録書の交付を受けたものが、登録した事項に変更があったときは、速やかに堺

市民芸術文化ホール利用登録（変更）申請書を市長に提出しなければならない。 

５ 市長は、第３項の登録書の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、

その利用登録を取り消すことができる。 

(1) 偽り又は不正の手段により利用登録を受けたとき。 
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(2) 条例又はこの規則に違反したとき。 

(3) その他市長において利用登録が不適切であると認めるとき。 

 （計画書の提出） 

第５条 大ホール等を使用しようとするものは、第３条第１項の規定による申請に先立ち、

堺市民芸術文化ホール使用計画書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により提出された計画書において、大ホール等の使用日時に重複が

あったときは、別に定める基準により利用調整を行うものとする。 

 （開館時間を超過して使用する場合等） 

第６条 大ホール等は、あらかじめ許可を得て第２条第１項の開館時間を超過し、又は繰り

上げて使用することができる。 

２ 前項の規定により開館時間を超過し、又は繰り上げて使用しようとするものは、第３条

第１項の規定による申請の際に、その旨を申し出なければならない。ただし、市長におい

て特別の事由があると認めるときは、使用しようとする日の１月前までに申し出ることで

足りるものとする。 

（使用許可） 

第７条 使用許可は、条例第１０条第３項の規定による後納の場合を除き、使用料の納付が

あった後、堺市民芸術文化ホール使用許可書（大ホール等にあっては様式第４号（甲）、

大ホール等以外の施設にあっては様式第４号（乙）。以下「使用許可書」という。）を申

請者に交付して行う。 

（使用の制限） 

第８条 市長は、条例第３条第２項各号に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当

するときは、ホールの使用を許可せず、又は使用許可を取り消し、若しくは使用を制限す

ることがある。 

(1) 専ら物品の販売のために使用するとき。ただし、文化交流室については、この限りで

ない。 

(2) 前号に掲げるもののほか、ホールの管理上支障があり、市長が不適当であると認める

とき。 

（使用許可の順位） 

第９条 使用許可（第５条第２項に係るものを除く。）の順位は、使用の申請書を受理した

順位によるものとする。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限り

でない。 
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（使用許可書の提示義務） 

第１０条 使用許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その使用中、第７条の規

定により交付を受けた使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを

提示しなければならない。 

（使用許可の変更） 

第１１条 使用者は、許可を受けた事項のうち、使用期日又は使用施設を変更しようとする

ときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに堺市民芸術文化ホール

使用許可変更申請書（様式第５号）に使用許可書を添付して市長に申請しなければならな

い。 

(1) 大ホール 使用しようとする日前３月 

(2) 小ホール及び大スタジオ 使用しようとする日前１月 

(3) 文化交流室（大規模使用時に限る。） 使用しようとする日前１５日 

(4) 前３号に掲げる施設（大規模使用時に該当しない場合における文化交流室を除く。）

以外の施設 使用しようとする日前７日 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認め

るときは、１回に限り、使用許可の変更を承認するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、使用日当日に生じた特別の理由により使用者がホ

ール（駐車場を除く。次項において同じ。）の使用時間の延長を申請した場合であって、

特にやむを得ない理由があると認めるときは、当該延長に係る使用許可の変更を承認する

ことがある。 

４ 前３項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰さない事故があ

った場合において、使用許可を変更してホールを使用させることが適当であると認めると

きは、当該使用者の申出により当該使用許可の変更を承認することがある。この場合にお

いて、当該申出は、第１項の申請書により行わなければならない。 

５ 市長は、前３項の規定により使用許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、

使用者に再交付するものとする。 

（使用料） 

第１２条 条例第１０条第１項の市長が定める使用料は、別表第１のとおりとする。 

２ 条例第１０条第２項の市長が定める使用料は、別表第２のとおりとする。 

３ 市長は、条例第３条第１項後段の規定により使用許可の変更を承認したときは、既納の

使用料を変更後の使用許可に係る使用料（以下この項において「変更後の使用料」という。）
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の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じた

ときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは当該不足

額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。 

４ 前項後段の規定にかかわらず、前条第４項の規定により使用許可の変更をした場合にお

いて、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものとする。 

５ 条例第１０条第３項の規定により使用料を後納させることができるものは、次のとおり

とする。 

(1) 国又は地方公共団体 

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認めるもの 

（使用料の減免） 

第１３条 条例第１１条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及び

その減免額は、次のとおりとする。 

(1) 本市又は条例第１７条の規定によりホールの管理を行う指定管理者が主催する行事

のために使用するとき。 全額 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。 全額又は半額 

２ 条例第１１条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、堺市民芸術

文化ホール使用料減免申請書（様式第６号）により市長に申請しなければならない。この

場合において、市長は、必要と認めるときは、減額又は免除について、参考となる資料を

添付させることがある。 

（使用料の還付） 

第１４条 条例第１２条第１項ただし書の規則で定める期日及び割合は、別表第３のとおり

とする。ただし、第１１条第２項の規定により使用許可の変更を承認した場合は、同表を

適用しない。 

２ 条例第１２条第２項の規定により使用料を還付することができる場合は、天災地変その

他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなった場合とし、その還付額は、既納

の使用料の全額とする。 

３ 前２項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、堺市民芸術文化ホール使用

料還付申請書（様式第７号）に使用許可書を添付して、市長に提出しなければならない。 

（使用者の遵守事項） 

第１５条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。 
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(2) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。 

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気（喫煙を含む。）を使用しないこと。 

(4) 許可を受けないでホール内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。 

(5) 許可を受けていない施設、附属設備等を使用しないこと。 

(6) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。 

(7) 使用する施設の入館者に次条に定める事項を遵守させること。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。 

（入館者の遵守事項） 

第１６条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。 

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気（喫煙を含む。）を使用しないこと。 

(3) 所定の場所以外に出入しないこと。 

(4) ホールを不潔にしないこと。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。 

（施設等の破損等の届出） 

第１７条 使用者及び入館者は、ホールの施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、

直ちに堺市民芸術文化ホール破損（滅失）届（様式第８号）により市長に届け出て、その

指示を受けなければならない。 

（使用終了の届出） 

第１８条 使用者は、ホール（駐車場を除く。）の使用を終えたときは、直ちに係員に届け

出て、その検査を受けなければならない。 

（保証金） 

第１９条 使用者は、条例第７条第１項又は第２項の規定により特別の設備を設けるときは、

条例第１３条第１項の保証金を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体そ

の他市長が特に認めた公共的団体については、この限りでない。 

２ 前項本文の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とす

る。 

（駐車場の管理運営等） 

第２０条 駐車場の供用時間は、午前８時から午後１１時までとする。ただし、市長は、特

に必要があると認めるときは、これを変更することがある。 

２ 市長は、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるときは、駐車を拒み、又は駐車場か
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らの退去を命ずることができる。 

３ 駐車場の利用者は、他の自動車の駐車を妨げるなど、駐車場の管理上支障を及ぼすおそ

れがある行為をしてはならない。 

４ 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車等に損害を与えた者は、その損害を賠償

しなければならない。 

５ 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、

その損害を賠償する責めを負わない。 

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害 

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害 

(3) 前２号に掲げるもののほか、本市の責めに帰することができない事由により生じた損 

 害 

（駐車料金） 

第２１条 条例第１４条第１項の市長が定める使用料（以下「駐車料金」という。）は、別

表第４のとおりとする。 

（駐車料金の減免） 

第２２条 条例第１４条第３項の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる

自動車及びその額は、次のとおりとする。 

(1) 本市、国又は他の地方公共団体の公用自動車 全額 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車 市長が必要と認める額 

（駐車料金の還付） 

第２３条 条例第１４条第４項ただし書の規定により駐車料金を還付することができる場

合及びその還付額は、次のとおりとする。 

(1) 天災地変その他駐車場の利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったと

き。 全額 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 その都度市長が

定める額 

２ 第１４条第３項の規定は、前項の規定により駐車料金を還付する場合について準用する。

この場合において、第１４条第３項中「使用料」とあるのは、「駐車料金」と読み替える

ものとする。 

（指定管理者の指定手続） 

第２４条 条例第１９条第２項の申請書は、堺市民芸術文化ホール指定管理者指定申請書
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（様式第９号）とする。 

２ 条例第１９条第２項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類 

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類 

(3) 役員名簿 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 

（委任） 

第２５条 この規則に定めるもののほか、ホールの管理及び運営について必要な事項は、所

管部長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、条例の施行の日から施行する。 

（施行前の準備行為） 

２ この規則の施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手

続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則の例により行うこと

ができる。 
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別表第１（第１２条関係） 

１ 基本料金 

（単位 円） 

時間区分 

 

種別 

午前 午後 夜間 全日 時間 

午前９時から 

午前１２時まで 

午後１時から 

午後５時まで 

午後６時から 

午後１０時まで 

午前９時から 

午後１０時まで 

延長１時間ごと 

大
ホ
ー
ル
（
全
席
使
用
） 

入場料として徴

収する額が０円

から１，０００

円までである場

合 

平
日 

６４，０００ １１４，０００ １３９，０００ ２７５，０００ ２５，０００ 

休
日
等 

７７，０００ １３７，０００ １６７，０００ ３３０，０００ ３０，０００ 

入場料として徴

収する額が１，

００１円から

３，０００円ま

でである場合 

平
日 

９７，０００ １７１，０００ ２０９，０００ ４１３，０００ ３８，０００ 

休
日
等 

１１６，０００ ２０５，０００ ２５０，０００ ４９５，０００ ４５，０００ 

入場料として徴

収する額が３，

００１円から

５，０００円ま

でである場合 

平
日 

１２９，０００ ２２８，０００ ２７８，０００ ５５０，０００ ５０，０００ 

休
日
等 

１５５，０００ ２７４，０００ ３３４，０００ ６６０，０００ ６０，０００ 

入場料として徴

収する額が５，

００１円以上で

ある場合 

平
日 

１９３，０００ ３４２，０００ ４１７，０００ ８２５，０００ ７５，０００ 

休
日
等 

２３２，０００ ４１１，０００ ５０１，０００ ９９０，０００ ９０，０００ 

大
ホ
ー
ル 

入場料として徴

収する額が０円 

から１，０００ 

平
日 

５３，０００ ７０，０００ ７０，０００ １９３，０００ １８，０００ 
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（
小
規
模
使
用
（
１
４
２
８
席
）
） 

 

円までである場

合 

休
日
等 

 ６３，０００ ８４，０００ ８４，０００ ２３１，０００ ２１，０００ 

入場料として徴

収する額が１，

００１円から

３，０００円ま

でである場合 

平
日 

８０，０００ １０５，０００ １０５，０００ ２９０，０００ ２７，０００ 

休
日
等 

９５，０００ １２６，０００ １２６，０００ ３４７，０００ ３２，０００ 

入場料として徴

収する額が３，

００１円から

５，０００円ま

でである場合 

平
日 

１０５，０００ １４０，０００ １４０，０００ ３８５，０００ ３５，０００ 

休
日
等 

１２６，０００ １６８，０００ １６８，０００ ４６２，０００ ４２，０００ 

入場料として徴

収する額が５，

００１円以上で

ある場合 

平
日 

１５８，０００ ２１０，０００ ２１０，０００ ５７８，０００ ５３，０００ 

休
日
等 

１８９，０００ ２５２，０００ ２５２，０００ ６９３，０００ ６３，０００ 

小ホール 

平
日 

２２，０００ ２８，０００ ２８，０００ ７８，０００ ７，１００ 

休
日
等 

２６，０００ ３４，０００ ３４，０００ ９４，０００ ８，６００ 

大スタジオ 

（練習使用時を除

く。） 

平
日 

１６，４００ ２１，８００ ２１，８００ ６０，０００ ５，５００ 

休
日
等 

１９，６００ ２６，２００ ２６，２００ ７２，０００ ６，６００ 
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大スタジオ 

（練習使用時に限

る。） 

平
日 

８，８００ １１，６００ １１，６００ ３２，０００ ３，０００ 

休
日
等 

１０，６００ １４，２００ １４，２００ ３９，０００ ３，６００ 

文化交流室 

Ａ、Ｂ及びＣ 

（大規模使用時に

限る。) 

平
日 

１２，６００ １６，７００ １６，７００ ４６，０００ ４，２００ 

休
日
等 

１５，２００ ２０，４００ ２０，４００ ５６，０００ ５，１００ 

文化交流室 

Ａ、Ｂ又はＣ 

（大規模使用時を

除く。） 

 

平
日 

Ａ、Ｂ又はＣの一室につき１時間までごとに９００ 

休
日
等 Ａ、Ｂ又はＣの一室につき１時間までごとに１，１００ 

多目的室 １時間までごとに２，０００ 

小スタジオＡ １時間までごとに５００ 

小スタジオＢ １時間までごとに８００ 

小スタジオＣ １時間までごとに１，０００ 

大ホール中楽屋Ａ及び

Ｂ（会議室として使用

する場合に限る。） 

１時間までごとに４００ 

大ホール特別控室 
１，０００ １，５００ １，５００ ４，０００ 

 

小ホール小楽屋 
４００ ６００ ６００ １，６００ 

 

小ホール大楽屋 
６００ ７００ ７００ ２，０００ 

 

大スタジオ控室 
５００ ６００ ６００ １，７００ 

 

交流・創作ガレリア 
３，０００ ４，０００ ４，０００ １１，０００ 

 

２階大ホールホワイエ 
３，２００ ４，４００ ４，４００ １２，０００ 

 

屋上庭園 
１，６００ ２，２００ ２，２００ ６，０００ 
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備考 この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第３条

に規定する休日をいう。 

２ 大ホール中楽屋Ａ及び大ホール中楽屋Ｂは、文化交流室及び多目的室の使用ができない

ときに限り、会議室として使用を認めることがある。ただし、大ホールに係る使用許可が

出されているときは、この限りでない。 

３ 交流・創作ガレリア、２階大ホールホワイエ又は屋上庭園は、大ホール又は小ホールの

使用状況により、その使用を認めないことがある。 

４ 条例別表第１第２項の「市外居住者」とは、第４条第１項各号に定めるもの（次項にお

いて「市内居住者」という。）以外のものをいう。 

５ 大ホールの小規模使用（１４２８席）に係る使用をすることができるのは、第４条第３

項の利用登録書の交付を受けた市内居住者のみとする。 

６ 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営

利を目的とする行為を行うときは、種別ごとに定めた基本料金にその５割に相当する額を

加算する。ただし、大ホールにあっては、この限りでない。 

７ 許可を得て、第２条の開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、

又は繰り上げて使用した時間１時間（１時間未満の時間は、１時間とみなす。）につき、

種別ごとに時間欄に定める額を徴収する。許可を得て、時間区分を超過して使用する場合

についても、同様とする。 

 

別表第２（第１２条関係） 

１ 附属設備セット使用料金 

区分  

種別 

品名 数量 使用料 

舞台設備セット 

照明設備セット 

音響設備セット 

 

 

大ホールＡセット 

（演出のない大会、式典等） 
一式 ４５,０００円 

大ホールＢセット 

（演出のない発表会、演奏会、クラシックコ 
一式 ５６,０００円 

ンサート等）   

大ホールＣセット 

（演出のある大規模の大会、式典、発表会等） 
一式 ７４,０００円 
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照明設備セット 

 

大ホール照明セット 

（２２０キロワット以上） 
一式 ６０,０００円 

音響設備セット 大ホール音響セット 

（主調整卓、常設スピーカー、移動式スピー

カー、再生機器及び周辺機器） 

一式 ２５,０００円 

舞台設備セット 

照明設備セット 

音響設備セット 

 

小ホールＡセット 

（演出のない発表会、演奏会、クラシックコ

ンサート、大会、式典等） 

一式 ３１,０００円 

小ホールＢセット 

（演出のある大会、式典、発表会等） 
一式 ４７,０００円 

２ この表の使用料金は、午前、午後及び夜間の使用区分ごとに１回として計算する。 

３ 許可を得て、前項に規定する１回の使用区分を超過し、又は繰り上げて使用するときは、

当該超過し、又は繰り上げて使用した時間１時間につき使用料の３割に相当する額を徴収

する。 

４ 舞台、照明、音響等について、技術等を要する設備の設置等を行うときは、別途実費を

徴収する。 

５ その他この表において使用料金を規定していないものに係る使用については、実費を徴

収する。 

 

別表第３（第１４条関係） 

施設の区分 期日 既納の使用料に乗じる割合 

(1) 大ホール 使用しようとする日（以下

この表において「使用日」

という。）前３月 

２分の１ 

(2) 小ホール及び大スタジオ 使用日前１月 ２分の１ 

(3) 文化交流室（大規模使用時

に限る。） 

使用日前１５日 ２分の１ 

(4) 前３号に掲げる施設（大規

模使用時に該当しない場合に

おける文化交流室を除く。）

以外の施設 

使用日前７日 ２分の１ 
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 別表第４（第２１条関係） 

駐車料金 

施設 駐車料金（１台当たり） 

駐車場 ３０分につき２００円 
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様式第１号（甲）（第３条関係） 

 

堺市民芸術文化ホール使用申請書 

年  月  日 

堺市長 殿   

 

申 請 者 

利用登録番号  

法人又は団体の所在地  

法人名又は団体名  

代表者氏名 
（ふりがな） 生年月日 

  年  月  日 

電話番号  

堺市民芸術文化ホール条例及び堺市民芸術文化ホール条例施行規則を遵守することを誓

約し、同規則第３条第１項の規定により、次のとおり堺市民芸術文化ホールの使用を申請

します。 

＊許可番号  第      号 

使 用 期 日 
  年  月  日（ ）から   年  月  日（ ）まで（ 日間） 

本番使用時間  年  月  日（ ） 時から  年  月  日（ ） 時まで  

使 用 目 的   

内   容  

表示名称（題名） 

主な出演者又は講師名 

対象者 

□一般 □関係者 

入場見込人数 

（     人） 

入場料 

□有り □無し 

（最大       円） 

使 用

施 設 
  

使 用

設 備 等 
  

そ の 他

必要事項  

会 場

責 任 者 

氏 名 

電話番号 

申請に当たっては、次の内容をご確認のうえ、□にレを記入してください。 
 □ 利用に当たっては、堺市民芸術文化ホール条例及び堺市民芸術文化ホール条例施行

規則並びに施設管理者の指示を遵守し、節度ある施設の利用を約束します。 
 □ 秩序又は風俗を乱す行為や施設等を破損する等の行為を行わないことを誓約します。 
  準備と後片付けは、使用時間内に行うことを約束します。 
 □ 堺市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５号）に基づき、本利用が暴力団の利益

となる活動に該当すると認められるときは、使用を許可されず、又は許可を取り消さ
れても異議のないことを誓約します。 

注意  
１ ＊印の箇所は、記入しないでください。 
２  使用時間は、全て２４時間制で記入してください。 
３ 使用期日欄における本番使用時間とは、公演等の上演時間をいいます。 
４ 本市の区域内に所在地（住所）を有する場合は、申請時に所在地（住所）を証明す 
る書類を提示してください。ただし、利用登録をしている場合は、この限りではあり
ません。 

  ５ 堺市暴力団排除条例に基づき、申請内容等の確認のため必要に応じて、関係機関に
申請者の住所、氏名等申請書に記載されている情報を提供することがあります。 

個
人
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
法
人
名
又
は
団
体
名
欄
を
空
白
に
し
、
所
在
地
欄
に
住
所
を
、
代
表
者
氏
名
欄
に
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 
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 ６ 団体申請の場合は、役員名簿等の提出を求めることがあります。 
様式第１号（乙）（第３条関係） 

 

堺市民芸術文化ホール使用申請書 

  年  月  日 

堺市長 殿 

   

申

請

者 

利 用 登 録 番 号  

法人又は団体の所在地  

法人名又は団体名  

代 表 者 氏 名 
（ふりがな） 生年月日 

    年  月  日 

電 話 番 号  

会
場
責
任
者 

氏 名  

電 話 番 号  

堺市民芸術文化ホール条例及び堺市民芸術文化ホール条例施行規則を遵守することを誓

約し、同規則第３条第１項の規定により、次のとおり堺市民芸術文化ホールの使用を申請

します。 

番

号 

＊ 

許  可

番  号 

使 用 日 及 び

使 用 時 間 

使 用 施 設 使 用 目 的 対象者・利用予定人数 

使 用 設 備 等 表 示 名 称 入 場 料 

１ 
 年 月 日( )     一般・関係者   人 

時～  時      無・有     円 

２ 
 年 月 日( )     一般・関係者   人 

時～  時      無・有     円 

３ 
 年 月 日( )     一般・関係者   人 

時～  時      無・有     円 

４ 
 年 月 日( )     一般・関係者   人 

時～  時      無・有     円 

５ 
 年 月 日( )     一般・関係者   人 

時～  時      無・有     円 

申請に当たっては、次の内容をご確認のうえ、□にレを記入してください。 
 □ 利用に当たっては、堺市民芸術文化ホール条例及び堺市民芸術文化ホール条例施行

規則並びに施設管理者の指示を遵守し、節度ある施設の利用を約束します。 
 □ 秩序又は風俗を乱す行為や施設等を破損する等の行為を行わないことを誓約します。 
  準備と後片付けは、使用時間内に行うことを約束します。 
 □ 堺市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５号）に基づき、本利用が暴力団の利益

となる活動に該当すると認められるときは、使用を許可されず、又は許可を取り消さ
れても異議のないことを誓約します。 

注意  
１ ＊印の箇所は、記入しないでください。 
２  使用時間は、全て２４時間制で記入してください。 
３ 本市の区域内に所在地（住所）を有する場合は、申請時に所在地（住所）を証明す 
る書類を提示してください。ただし、利用登録をしている場合は、この限りではあり
ません。 

  ４ 堺市暴力団排除条例に基づき、申請内容等の確認のため必要に応じて、関係機関に

個
人
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
法
人
名
又
は
団
体
名
欄
を
空
白
に
し
、
所
在
地
欄
に
住
所
を
、
代
表
者
氏
名
欄
に
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 
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申請者の住所、氏名等申請書に記載されている情報を提供することがあります。 
 ５ 団体申請の場合は、役員名簿等の提出を求めることがあります。 

様式第２号（第４条関係） 

 

堺市民芸術文化ホール利用登録（変更）申請書 

年  月  日 

堺市長 殿 

 

□新規  □変更 （□にレを記入してください。） 

申 請 者 

(法人・団体) 

法人又は団体の所在地 

法人名又は団体名 

代表者氏名（ふりがな） 

生年月日 

電話番号 

ファックス番号 

メールアドレス 

堺市民芸術文化ホール条例施行規則第４条第２項の規定により、次のとおり申請します。 

担 当 者 

氏名（ふりがな） 

電話番号 

ファックス番号 

メールアドレス 

公 演 実 績 

 

 

 

 

 

 

申請に当たっては、次の内容をご確認のうえ、□にレを記入してください。 
 □ 堺市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５号）に基づき、本利用が暴力団の利益

となる活動に該当すると認められるときは、使用を許可されず、又は許可を取り消さ
れても異議のないことを誓約します。 

 
堺市民芸術文化ホール処理欄 ＊印の欄は、記入しないでください。 

＊利用者登録番号  

＊備考  

注意 
１ 申請に当たっては、活動状況を示す資料があれば添付してください。 

２ 申請時には、所在地を証明する書類を必ず添付してください。 

３ 虚偽の記載又は不適切な使用があった場合は、登録を抹消することがあります。  

個
人
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
法
人
名
又
は
団
体
名
欄
を
空
白
に
し
、
所
在
地
欄
に
住
所
を
、
代
表
者
氏
名
欄
に
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 
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４ 堺市暴力団排除条例に基づき、申請内容等の確認のため必要に応じて、関係機関に
申請者の住所、氏名等申請書に記載されている情報を提供することがあります。 

 ５ 団体申請の場合は、役員名簿等の提出を求めることがあります。 
様式第３号（第５条関係）        

 （表面） 

堺市民芸術文化ホール使用計画書 

  年  月  日 

堺市長 殿 

 

利用登録番号  

 

提出者 

法人又は団体の

所在地  

法人名又は団体名  

代表者氏名  
（ふりがな） 生年月日 

  年  月  日 

電 話 番 号   

堺市民芸術文化ホール条例施行規則第５条第１項の規定により、次のとおり提出します。 

会場責任者  
氏名 電話   （    ）    

 ﾌｧｯｸｽ番号（    ）      

舞台責任者  
氏名 電話   （    ）    

 ﾌｧｯｸｽ番号（    ）      

催 物 名 
 

催 物 内 容  

（出演者等） 

 

 

使用希望日  

第１希望日 年   月   日（   ） 時から  年   月   日（   ） 時まで  

第２希望日 年   月   日（   ） 時から  年   月   日（   ） 時まで  

第３希望日 年   月   日（   ） 時から  年   月   日（   ） 時まで  

使 用 施 設  

□ 大ホール（全席使用） 

□ 大ホール（1428席使用）  
※市外居住者は使用 

できません。 

□ 小ホール 

□ 大スタジオ 

□ 文化交流室 
（大規模使用時） 

※左記の施設と同時に使用するその他の施設 

□ 楽屋     □ 文化交流室 

□ 多目的室   □ 小スタジオ 

□ その他 

使 用 施 設  

［第１希望日］ 

設  営

開始時間 

リハーサル 

開 始 時 間 
開場 開演 終演 

撤  去 

終了時間 

 

［  /  (  )］  
： ： ： ： ： ： 

 

［  /  (  )］  
： ： ： ： ： ： 

 

［  /  (  )］  
： ： ： ： ： ： 

 

［  /  (  )］  
： ： ： ： ： ： 

個
人
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
法
人
名
又
は
団
体
名
欄
を
空
白
に
し
、
所
在
地
欄
に
住
所
を
、
代
表
者
氏
名
欄
に
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 
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他の使用者

と重複した

場合におい

て配慮して

欲しい事項 

 

  （裏面） 

 

主 催 者 名   

共 催 等 □ 有り（                     ） □ 無し 

協賛・後援等 □ 有り（                     ） □ 無し 

公演の種別  
舞台芸術公演 

□ 音楽 … クラシック、ポップス、伝統音楽等 

□ 演劇 … 現代演劇、歌舞伎、能、狂言、人形劇、 

ミュージカル等 

□ 舞踊 … バレエ、ダンス、日本舞踊、舞踏等 

□ その他… （                   ） 

その他 □ 上記以外のもの（                 ） 

入場対象者  □ 一般  □ 関係者 

入 場 料 □ 有料  □ 無料（要整理券等）  □ 無料（入場自由） 

入 場 券 

入場見込数 名 発売予定日   年  月  日(  ) 

座席指定 □ 全席指定 □ 一部指定 □ 全席自由 

席種 

(   )指定・自由       円  (   )指定・自由       円 

(   )指定・自由       円  (   )指定・自由       円 

(   )指定・自由       円  (   )指定・自由       円 

最高金額（        円） 

催 物 情 報  

情報公開予定日   年  月  日（  ） 

情報公開の 

可否 

□ 既に公開可  □ 非公開 

□ 公開日以降可 

ホームページ掲載希望 □ 有り  □ 無し 

 

（その他使用の計画に係る特記事項があれば記入してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画書の提出に当たっては、次の内容をご確認のうえ、□にレを記入してください。 
 □ 堺市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５号）に基づき、本利用が暴力団の利益と

なる活動に該当すると認められるときは、使用を許可されず、又は許可を取り消されて
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も異議のないことを誓約します。 

注意 
１ 堺市暴力団排除条例に基づき、記載内容等の確認のため必要に応じて、関係機関に
提出者の住所、氏名等計画書に記載されている情報を提供することがあります。 

 ２ 提出者が団体の場合は、役員名簿等の提出を求めることがあります。 
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様式第４号（甲）（第７条関係） 

 

堺市民芸術文化ホール使用許可書 

年  月  日 

     様 

堺市長     印 

 

堺市民芸術文化ホールの使用を次のとおり条件を付して許可します。 

許 可 番 号  第      号 

使 用 期 日 
 年  月  日（ ）から   年  月  日（ ）まで（ 日間） 

本番使用時間  年  月  日（ ） 時から  年  月  日（ ） 時まで  

使 用 目 的   

内   容  

表示名称（題名） 

主な出演者又は講師名 

対象者 

□一般 □関係者 

入場見込人数 

（     人） 

入場料 

□有り □無し 

（最大       円） 

使 用

施 設 
  

使 用

設 備 等 
  

そ の 他

必要事項 準備打合せ  年  月  日  時頃 

会 場

責 任 者 

氏 名 

電話番号 

使用許可条件（基本的事項） 
１ 準備と後片付けは、使用時間内にしてください。 
２ この使用許可書は、常に携帯し、係員が要求するときは、これを提示してください。 
３ 許可なく、使用内容を変更しないでください。変更しようとするときは、使用許可の
変更の申請を行ってください。ただし、やむを得ない事情があると認められるとき以外
は、使用許可の変更は認めません。 

４ 使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可なく使用目的以外に使用しないでくださ
い。 

５ ホールの施設及び附属設備は、善良な管理者の注意をもって使用してください。もし
当該施設等を破損し、又は滅失したときは、損害を賠償していただくことになります。 

６ 所定の場所以外で飲食し、又は火気（喫煙を含む。）を使用しないでください。 
７ 催し物等に係るポスター類の取扱いについては、事前に係員と相談してください。 
８ 非常口、消火設備等の周りには、物を置かないでください。 
９ 堺市民芸術文化ホール条例又は堺市民芸術文化ホール条例施行規則の各規定その他
係員の指示に違反したときは、使用許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止
し、又は退去を命ずることがあります。この場合において、使用者に損害が発生しても、
本市は、その責めを負いません。 

１０ 前各項のほか、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることがあります。 
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様式第４号（乙）（第７条関係） 

 

堺市民芸術文化ホール使用許可書 

  年  月  日 

   様 

堺市長     印 

堺市民芸術文化ホールの使用を下記条件を付して許可します。 

番

号 

許  可 

番  号 

使 用 日 及 び

使 用 時 間 

使 用 施 設 使 用 目 的 対象者・利用予定人数 

使 用 設 備 等 表 示 名 称 入 場 料 

１ 
 年 月 日（ ）     一般・関係者   人 

時～  時      無・有     円 

２ 
 年 月 日（ ）     一般・関係者   人 

時～  時      無・有     円 

３ 
 年 月 日（ ）     一般・関係者   人 

時～  時      無・有     円 

４ 
 年 月 日（ ）     一般・関係者   人 

時～  時      無・有     円 

５ 
 年 月 日（ ）     一般・関係者   人 

時～  時      無・有     円 

そ の 他 

必 要 事 項 準備打合せ  年  月  日  時頃 

会 場 

責 任 者 

氏 名 

電話番号 

使用許可条件（基本的事項） 
１ 準備と後片付けは、使用時間内にしてください。 
２ この使用許可書は、常に携帯し、係員が要求するときは、これを提示してください。 
３ 許可なく、使用内容を変更しないでください。変更しようとするときは、使用許可の
変更の申請を行ってください。ただし、やむを得ない事情があると認められるとき以外
は、使用許可の変更は認めません。 

４ 使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可なく使用目的以外に使用しないでくださ
い。 

５ ホールの施設及び附属設備は、善良な管理者の注意をもって使用してください。もし
当該施設等を破損し、又は滅失したときは、損害を賠償していただくことになります。 

６ 所定の場所以外で飲食し、又は火気（喫煙を含む。）を使用しないでください。 
７ 催し物等に係るポスター類の取扱いについては、事前に係員と相談してください。 
８ 非常口、消火設備等の周りには、物を置かないでください。 
９ 堺市民芸術文化ホール条例又は堺市民芸術文化ホール条例施行規則の各規定その他
係員の指示に違反したときは、使用許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止
し、又は退去を命ずることがあります。この場合において、使用者に損害が発生しても、
本市は、その責めを負いません。 

１０ 前各項のほか、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることがあります。 
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様式第５号（第１１条関係） 

 

堺市民芸術文化ホール使用許可変更申請書 

年  月  日 

堺市長 殿 

申請者 住所（所在地） 

法人名又は団体名 

氏名（代表者名）           ㊞ 

電話番号 

           

次のとおり堺市民芸術文化ホールの使用許可を変更してくださるよう、堺市民芸術文化ホ

ール条例施行規則第１１条第１項の規定により、使用許可書を添えて申請します。 

１ 使 用 許 可 番 号 年   月   日付け 第   号 

２ 変 更 事 項  変 更 前 変 更 後 

(1) 使 用 予 定 期 日  
年  月  日  時から  

年  月  日  時まで  

年  月  日  時から  

年  月  日  時まで  

(2) 使 用 予 定 施 設      

３ 変 更 の 理 由   

＊ 堺 市 処 理 欄 

変更後の金額 円 
照合者 

既 納 額 円 

差 額 円 

既 納 額 照 合 年  月  日納入 

注意 

１ 再度の変更はできません（堺市民芸術文化ホール条例施行規則第１１条第４項に規定

する天災地変等に伴うものを除く。）。 

２ 使用許可の変更の承認後、当該使用許可の取消しがあっても、使用料の還付はできま

せん（堺市民芸術文化ホール条例施行規則第１１条第４項に規定する天災地変等に伴う

ものを除く。）。 

３ ＊印の欄は、記入しないでください。 
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様式第６号（第１３条関係） 

 

堺市民芸術文化ホール使用料減免申請書 

年  月  日 

堺市長 殿 

申請者 住所（所在地） 

法人名又は団体名 

氏名（代表者名）           ㊞ 

電話番号 

            

 堺市民芸術文化ホールの使用料の減免を受けたいので、堺市民芸術文化ホール条例施行規

則第１３条第２項の規定により、次のとおり申請します。 

使 用 日 時   

減免申請の理由   

＊使 用 料 額 円 
備 考 

＊減 免 額 円 

＊差 引 納 付 額 円 

注意 ＊印の欄は、記入しないでください。 
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様式第７号（第１４条関係） 

 

堺市民芸術文化ホール使用料還付申請書 

年  月  日 

堺市長 殿 

申請者 住所（所在地） 

法人名又は団体名 

氏名（代表者名）           ㊞ 

電話番号 

          

 次のとおり既納の使用料を還付してくださるよう、堺市民芸術文化ホール条例施行規則第

１４条第３項の規定により申請します。 

使 用 許 可 年   月   日付け 第    号 

還付申請の理由   

＊既納の使用料 円 

備 考 

＊還 付 額 円 

注意 ＊印の欄は、記入しないでください。 
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様式第８号（第１７条関係） 

 

堺市民芸術文化ホール破損（滅失）届 

年  月  日 

堺市長 殿 

届出人 住所（所在地） 

法人名又は団体名 

氏名（代表者名）           ㊞ 

電話番号 

 

  

下記のとおり堺市民芸術文化ホールの施設、附属設備等を破損（滅失）しましたので、堺

市民芸術文化ホール条例施行規則第１７条の規定により、届け出ます。 

 ついては、堺市民芸術文化ホール条例第８条第２項第１号の規定により、ご指示の方法に

よって賠償いたします。 

 

記 

１ 破損（滅失）の日時 

 

２ 破損（滅失）の箇所又は物件 

 

３ 破損（滅失）の内容又は程度 

 

＊賠 償 年 月 日 年    月    日 

＊指 示 賠 償 額 円 

＊賠 償 額 円 

注意 ＊印の欄は、記入しないでください。 
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様式第９号（第２４条関係） 

 

堺市民芸術文化ホール指定管理者指定申請書 

年  月  日 

堺市長 殿 

申請者 所在地 

団体名 

ふりがな 

代表者氏名             ㊞ 

生年月日 

             

 

 堺市民芸術文化ホールの指定管理者の指定を受けたいので、堺市民芸術文化ホール条例第

１９条第２項の規定により申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 申請に当たっては、次の書類を添付してください。 

  (1) 堺市民芸術文化ホールの管理運営に係る事業計画書及び収支予算書 

  (2) 財務諸表等経営の状況を示す書類 

  (3) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類 

  (4) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類 

  (5) 役員名簿 

  (6) その他市長が特に必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


